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埼玉県人事委員会委員の就任について 
 

 

 武笠正男人事委員会委員の任期満了に伴う後任の人事委員会委員として、 

池本誠司（いけもと せいじ）氏（６６歳・弁護士）を令和４年３月３１日付けで知事が任

命した。 

 池本氏の任期は、令和４年３月３１日から令和８年３月３０日までである。 

 

 本日、３月３１日の人事委員会会議において委員長が選出された。 

  ○ 埼玉県人事委員会委員長 池本 誠司（新任） 

   委員長としての任期は、令和４年３月３１日から令和８年３月３０日までである。 

   なお、委員長職務代理者には、森谷弘史委員が指定された。 

 

※ 人事委員会委員の構成は次のとおり（令和４年３月３１日から） 

   委員長       池本 誠司（いけもと せいじ） 

   委員        森谷 弘史（もりや ひろし） 

   委員        野口 和代（のぐち かずよ） 

 

 令和４年３月３１日 
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